
保育園は、乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団発生や流行を防ぐために、

医療機関で以下の感染症と診断された際には、登園の目安をご確認いただき、

それらを満たした後に保護者様が登園届けをご記入の上、登園して下さい。

1 溶連菌感染症 抗菌内服後24～48時間経過し、全身状態が良いこと

2 マイコプラズマ 発熱や激しい咳が治まっていること

気管支炎・肺炎

3 手足口病 発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること

4 伝染性紅斑 全身状態がいいこと

（リンゴ病）

5 ヘルパンギーナ 発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること

6 ＲＳウイルス感染症 呼吸器症状が消失し、全身状態がいいこと

7 帯状疱疹 すべての発症が、かさぶたになってから

8 突発性発疹 解熱し機嫌が良く全身状態が良いこと

9 嘔吐・下痢 嘔吐がなくなって、普段と同じ食事がとれること

（胃腸炎、いわゆる 24時間以内の軟便や下痢が0～1回に落ちつくこと

　　　　　お腹の風邪を含む） ※昨日の便の回数　　　　　　　回/日

便の状態：　　普通便　・　軟便　・　下痢（水様便）

（○をつけてください）

保育園　園長殿

　　　　

園児氏名

病名 と診断され、

　　　年　　　月　　　日　医療機関（　　　　　　　　　　　　　　　　）において

症状が回復し、集団生活に支障がない状態と診断されましたので、登園いたします。

また、上記の登園の目安を確認いたしました。

　　年　　　　月　　　　日　　　保護者名　　　　　　　　　　　　　印

登園届（保護者記入）

りとえる保育園　北野園

(厚生労働省「保育所における感染症対策ガイドライン」に従って作成）


